
大分類 （例）平成27年４月１日から平成28年３月31日まで

平成27年 平成28年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

Ａ県

ａ事務所

Ｂ県

ｂ事務所

  Ｒ
サービ
ス業＊

　　　　　　Ａ県の事務所数は１２、Ｂ県の事務所数は３となります。

　＊（他に分類されないもの）

倉庫業・ガス供給業

電気供給業

鉄道事業・軌道事業

Ａ県にａ事務所を通年設置しており、Ｂ県のｂ事務所
を平成28年１月20日に設置した。

食料品製造業、飲料･たばこ･飼料製造業、繊維工
業、木材･木製品製造業(家具を除く）、家具･装
備品製造業、パルプ･紙･紙加工品製造業、印刷･
同関連業、化学工業、 石油製品･石炭製品製造
業、プラスチック製品製造業(別掲を除く）、ゴ
ム製品製造業、なめし革･同製品･毛皮製造業、窯
業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、
金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用
機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部
品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製
造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具
製造業、その他の製造業

中分類

事業税の分割のしかたにご注意ください

２以上の都道府県に事務所等がある場合には

＝　12

＝　3

自動車整備業、機械修理業(電気機械器具除
く）、電気機械器具修理業

　日本標準産業分類（総務省）による次の
事業をいいます。

有形固定資産の価額

有形固定資産の価額と発電に使用するものの価額

軌道のキロメートル数

　事業年度に属する各月の末日現在における事務所の数を合
計した数値をいいます。

Ｅ
製造業

！ 

本店所在地以外の都道府県に支店や工場がある ＹＥＳ 

ＮＯ 

主たる事業は 
倉庫業・ガス供給業・ 
電気供給業・鉄道事
業・軌道事業 

使用する分割基準は次のとおりです 

分割して申告する必要はありません 

主たる事業は製造業 資本金は１億円以上 

・課税標準の１／２は 

従業者数で分割 

 

・課税標準の１／２は 

事務所数で分割 

・課税標準は 
従業者数で分割 

・課税標準は 

従業者数で分割 

 

・工場の従業者数は 

１／２を加算 



記載例

○○株式会社
事業年度･･･平成27年４月１日から平成28年３月31日まで
事業･･･サービス業
資本金の額･･･１億５千万円
適用する事業税の分割基準･･･従業者数・事務所数

申
告
に
誤
り
が
目
立
っ
て
い
ま
す
。
も
う
一
度
、
分
割
基
準
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

*2　２都道府県に事務所等を有するので「軽減税率適用法人」である。
*1　境港支店は平成28年１月20日に事務所を設置した。

２３人 ３９所

●事務所等の数の算定方法

5 5 12

8 2 3

10 10 12

6 6 12

15

　島根県松江市殿町○番地

　島根県松江市東津田町○番地

　鳥取県米子市麹町○番地

　鳥取県境港市上道町○番地

事務所又は事業所
従業者数

期末人数 分割基準
事務所数

1 1 1 2 2 21 1 1 1 1 1

1 1 1 3

24

1 1 1 1 1 1 12

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 121

1 1 12

1 1 1 1 1 1 1

7 8 3 計

1 1 1 1 1

月 4 5 6

2 2 2

198,410 149,998

千円千円

10

千円千円

61,049

1

3,468

4,985

9 10

2

1 1 1

1 1

2 2

1 1

(　　　　)

7

千円

1,391
(　　　　)

(　　　　)

5

(　　　　)

2

法 人 名 ○○株式会社

事　　　　　業　　　　　税

課

税

標

準

の

総

額

所

得

金

額

課税標準の分割に関する

法 人 税 法 の 規 定 に よ っ て 計 算 し た
4,000,000

法 人 税 額

事業年度又は
連結事業年度

平成 27

明細書(その１) 平成 28

年 4 月 1 日から 第
十
号
様
式

年 3 月 31 日まで

道　　府　　県　　民　　税

①

円

試 験 研 究 費 の 額 に 係 る 法 人 税 額 の

年 400 万 円 以 下 の 金 額 ⑦
円

課

税

標

準

の

総

額

年400万円を超え年800万円以下の
②

( )

4,986,200

⑧ 4,000,000
金額又は年400万円を超える金額 特 別 控 除 額

年 800 万 円 を 超 え る 金 額 ⑨ 12,863,000
国家戦略特別区域において機械等を取得した場合等
の 法 人 税 額 の 特 別 控 除 額

③

計　⑦＋⑧＋⑨ ⑩ 20,863,000 還 付 法 人 税 額 等 の 控 除 額 ④

軽減税率不適用法人の金額 ⑪ 退 職 年 金 等 積 立 金 に 係 る 法 人 税 額 ⑤

付 加 価 値 額 ⑫ 198,412,000
差　　引　　計

⑥ 4,986,000
①＋②＋③－④＋⑤

資 本 金 等 の 額 ⑬ 150,000,000

収 入 金 額 ⑭

適用する事業税の分割基準
１．従業者数 ３．事務所又は事業所数

２．固定資産の価額 ４．軌道の延長キロメートル数

事務所又は事業所 事　　　　　　業　　　　　　税 道府県民税

分　 割　 課　 税　 標　 準　 額

名 称 及 び
基 準

年 400 万 円以下の所得

分 割 年400万円を 年 800 万 円

超え年800万 を超える所

収　入
基 準

分　割

軽減税率不

計 付　加 資本金得金額又は

所 在 地 円 以 下 の
法人の年400 適用法人の

(単位＝

金額又は特別

万円を超える 所得金額 ⑮＋⑯ (単位
標準額

所得金額

) 所 得 金 額
　＋⑰　　　 ＝人)

価値額 等の額 金　額

⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
千円

松江市殿町 12

松江南支店

本社
(　　　　)

10
千円

1 2

1 1 1

千円

㉑ ㉒

11 12

課　税

1,230 1,230
7,255 69,012 52,173

本社

松江南支店

米子支店

境港支店

6

1,39116

人、所

＜島根県計＞　 24

米子支店

松江市東津田町 12

(　　　　)

分割基準（事務所）合計　３９

本社

松江南支店

3,957 6,417 1646,153
4,473

米子市麹町 12

境港支店

1,957 3,173 30,193

5

22,826

2境港市上道町 3

608 608

39

769 769 72,473 4,011 38,156 28,846 1,517

境港支店

島
根
県

各月月末の数値

鳥
取
県

23

6

各月月末の数値

米子支店

分割基準合計

3,998 3,998 12,860 20,856

＜鳥取県計＞　 15

合　　　　　計
23

２  各欄の記載のしかたと記載例 ●お願い   課税標準額のない場合でもこの明細書を提出してください。 

「課税標準額の総額」 

 ①から⑭までの各欄は、課税標準の総額を記載してください。 

なお、⑥から⑭までの各欄に記載すべき金額に1,000円未満の端数があるとき、

又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数又はその全額を切り捨て

てください。 
※ ①から⑤までの各欄は、連結法人及び連結法人であった法人（平成22年9
月30日以前に解散し、清算中の法人を除きます。)は記載しないでください。 

適用する分
割基準の種
類の番号に
○印をつけ
てください。 

適用する分
割基準の種
類に応じた
単位を記載
してくださ
い。 

同一都道府
県内に所在
する事務所
等ごとにそ
の名称と所
在地の市町
村名を記載
してくださ
い。 

事務所等ご
とに記載す
るほか、同
一都道府県
ごとに小計
した数値を
記載してく
ださい。 

※ 境港支店 ８×    ＝ ２ 
３ 
１２ 

事業税の「分割課税標準額」 

 「課税標準の総額」の各欄（⑩欄を除きます。）の金額を事業税の分割基準

の「合計」欄の数値で除して１単位当たりの分割課税標準額を算出し、当該１

単位当たりの分割課税標準額に事業税の「分割基準」の欄の都道府県ごとに分

割基準を小計した数値を乗じた額を記載してください。 

１人当たり、１単位当たりの分割課税標準額を算出する場合、当該除して得た数
値に小数点以下の数値があるときは、当該小数点以下の数値のうち当該分割基
準の総数のけた数に１を加えた数に相当する数の位以下の部分の数値を切り捨
ててください。 

 「分割課税標準額」の各欄に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額

が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨ててくださ

い。 

道府県民税の「分割課税標準額㉒」 
 「課税標準の総額」の「差引計⑥」欄の金額を道府県民税の分割基準の「合
計」欄の数値で除して１人当たりの分割課税標準額を算出し、当該１人当たり
の分割課税標準額に道府県民税の「分割基準」の欄の「都道府県ごとに分割基
準を小計した数値」を乗じた額を記載してください。 

事業税欄の（   ）内 

 製造業で資本金の額又は主資金の額が１億円以上の法人が記載します。 
 当該法人の工場である事務所等について、地方税法第72条の48第4項第3号た
だし書きの規定によって２分の１を加える前の従業者数を記載してください。 

★非製造業（「事務所等の数」と「従業者の数」を分割基準とす
る法人の）分割課税標準額の計算手順 
  
(1) 課税標準の総額（⑦から⑭の各欄）に、該当する金 
  額をそれぞれ記載します。 
   その金額に1,000円未満の端数があるとき、又はそ 
 の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は 
 その全額を切り捨ててください。 
 
    例 ⑨欄 12,863,000 
 
(2) 課税標準の総額の各欄（⑩欄を除きます。）の金額 
 を二分します。 
  二分した金額に1,000円未満の端数があるとき、又は 
 その全額が1,000円未満であるときは、その端数又はそ 
 の全額を切り捨ててください。 

 

    例 4,000,000 ÷ ２ ＝ 2,000,000 
 

(3) (2)で算出した金額を、分割基準の「合計」欄のそ 

  れぞれの数値で除して１単位当たりの分割課税標準額 

 を算出し、当該１単位当たりの分割課税標準額に各都 
 道府県ごとのそれぞれの分割基準の小計の数値を乗じ 

 て得た額を算出します。 

  当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその 
 全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はそ 

 の全額を切り捨ててください。 

 

    例（島根県分） 
     【従業者数あん分】 

      2,000,000 ÷ 23 ＝ 86,956 .521･･･ 

            86,956 .52 × 16 ＝ 1,391,304 －ア 
     【事務所数あん分】 

      2,000,000 ÷ 39 ＝ 51,282. 051･･･ 

      51,282. 05 × 24 ＝ 1,230,769 －イ 

        ※ ア、イの1,000円未満の端数を切り捨てます。 
         1,391,000･･･⑮欄上段     

         1,230,000･･･⑮欄下段 

 
(4) (3)で算出したそれぞれの金額を合算します。 

 

   例 1,391,000 ＋ 1,230,000 ＝ 2,621,000 

 
⇒当該分割課税標準額（島根県分）に基づき、税額計算 

します。 



Ｑ１　製造業と非製造業をあわせて行う場合の取扱いはどのようになりますか？　

Ａ１　製造業と非製造業をあわせて行う場合については、このうち主たる事業について定められた分割基準を適用します。

　　　主たる事業の判定に当たっては、それぞれの事業のうち、売上金額のもっとも大きいものを主たる事業とします。

　　　これによりがたい場合には、従業者の配置、施設の状況等により企業活動の実態を総合的に判断します。

Ｑ２　同一市町村内の別の場所に支店と営業所があります。
　　　この場合、市町村の範囲をもって一の事業所として扱うのでしょうか？

Ａ２　それぞれ一の事業所として扱います。したがって、この場合は２つの事務所になります。

Ｑ３　分割基準の誤りにより、既に申告・納付した分割課税標準額及び税額が変更となった場合には、関係都道府県に
　　　対し、どのような手続がとれますか？

Ａ３　・申告･納付した分割課税標準額及び税額が過大となった場合には、「更正の請求書」により更正 の請求をすることがで

         きます。この場合、あらかじめ主たる事務所又は事業所所在地の都道府県知事に対し、「分割基準の修正に関する届出書」

　　　により届出を行う必要があります。その届出があったことを証する文書を「更正の請求書」に添付して、過大となった

　　　都道府県へ更正の請求の手続きを行います。

　　　・申告・納付した分割課税標準額及び税額に不足がある場合には、過少となった都道府県へ速やかに修正申告書を提出

　　  するとともに、その不足税額及び延滞金を納付する必要があります。

（例）事業年度　×１年４月１日～×２年３月３１日
　　Ａ県･･･ａ事務所は通年設置、ｂ事務所は×２年1月２０日に設置し、C事務所は×１年６月25日に事務所廃止。
　　Ｂ県･･･ｄ事務所は通年設置で、従業員の数が事業年度中に著しく変動した場合（各月の末日の人数のうち最も多い数が最も少ない数の
　　　　 　２倍を超える場合）

6/25 1/20
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計

従業者数 各月末日の人数 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

事務所数 各月末日の数値 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

従業者数 各月末日の人数 4 4 4 1

事務所数 各月末日の数値 1 1 1 3

従業者数 各月末日の人数 2 2 1

事務所数 各月末日の数値 1 1 2

従業者数 8
事務所数 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 17

従業者数 各月末日の人数 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 3 3 4

事務所数 各月末日の数値 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

従業者数 12
事務所数 29

（従業者数の計算）　 b事務所　　４×３／１２＝１　　→１
　　　　　  　 　　 ｃ事務所　　２×３／１２＝０．５→１
　　　　　  　  　　ｄ事務所　　（2+2+2+2+2+5+5+5+5+5+3+3)÷１２＝３．４１６→４

■メモ用としてお使いください。
計

従業者数 各月末日の人数
事務所数 各月末日の数値

従業者数 各月末日の人数
事務所数 各月末日の数値

従業者数 各月末日の人数
事務所数 各月末日の数値
従業者数
事務所数

従業者数 各月末日の人数
事務所数 各月末日の数値

従業者数 各月末日の人数
事務所数 各月末日の数値

従業者数 各月末日の人数
事務所数 各月末日の数値
従業者数
事務所数
従業者数
事務所数

　＜お問い合わせ先＞　東部県民センター　法人課税課　　　　電話０８５２－３２－５６２１
　   　                        西部県民センター　法人・軽油課税課　電話０８５５－２９－５５１９
　　　　　　　　　　　税務課　　　　　　課税グループ　　　電話０８５２－２２－５８９２

□事務所
所在期間

□事務所
所在期間

計

合計

□事務所
所在期間

□事務所
所在期間

□事務所
所在期間

ｄ事務所

所在期間

計

  県

□事務所
所在期間

Ｂ県

合計

月

  県

月

ｂ事務所

所在期間

ａ事務所

所在期間

ｃ事務所

所在期間

Ａ県

計

Ｑ＆Ａ  

参考 従業者数と事務所数の算定事例  


